
出雲圏域県管理河川における減災対策協議会 （各機関における取組内容の詳細） 黒字：R2までの取組内容

赤字：R3取組内容

出雲市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県（河川課・出雲県土整備事務所）

■水害リスク情報等を地域と共有し、命を守るための確実な避難の実現

平成31年度末まで

◆洪水により相当な被害を生ずる恐れのある河川につい

て検討・調整し、新たに水位周知河川に指定する。

◆H31～神戸川（県管理）

H30取組状況 水周知河川の指定検討

R01取組状況
水位周知河川を指定（神戸川）【H31.4.22施行】

5/30 ホットライン情報伝達訓練（担当者で実施）

R02取組状況 6/19ホットライン情報伝達訓練実施

R03取組状況 4/22、6/7ホットライン情報伝達訓練実施 ―

平成32年度末まで

◆想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図作成・公

表し、出雲市へ提供する。

◆H32～神戸川（県管理）

H30取組状況 ー

R01取組状況 神戸川（県管理区間）洪水浸水想定区域図作成に着手

R02取組状況
神戸川（県管理区間）洪水浸水想定区域図を公表

【R2.6.23】

R03取組状況 ― ―

平成33年度～

◆県の洪水浸水想定区域図公表の後に、水害ハザード

マップを見直す。

◆ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広

く周知する。

◆印刷物を各戸配布する。

H30取組状況 ー

R01取組状況 ー

R02取組状況
県の洪水浸水想定区域公表の後に、水害ハザードマップ

を更新して、該当地区に配布

R03取組状況

国土交通省中国地方整備局による斐伊川水系浸水想定区

域図の変更並びに国土交通省出雲河川事務所及び島根県

による神戸川（馬木町より上流部）の浸水想定図の公表

など防災ハザードマップを最新の情報に更新し、令和３

年８月に全戸配布した。

また、ハザードマップを活用し、出前講座や地区防災訓

練等において周知した。

【資料1ʷ2】

パワーポイント

ｐ４

＜出雲市＞

1

2

3

備考主な取組項目 対象 目標時期
取組機関

水害危険性の周知促進 神戸川（県管理）

想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区

域図の作成・周知
神戸川（県管理）

水害ハザードマップの改良・周知 神戸川（県管理）

【資料1-1】

1



出雲圏域県管理河川における減災対策協議会 （各機関における取組内容の詳細） 黒字：R2までの取組内容

赤字：R3取組内容

出雲市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県（河川課・出雲県土整備事務所）
備考主な取組項目 対象 目標時期

取組機関
【資料1-1】

平成32年度の出水期までに水害

対応タイムラインの作成

実際の洪水や情報伝達訓練を踏

まえて、適宜、見直しを行う

◆水位周知河川において、氾濫危険水位等が設定された

後に水害対応タイムラインを作成する。

◆実際の洪水や情報伝達訓練を踏まえて、適宜、チェッ

クリストやタイムラインの改善を行う。

◆水害タイムライン作成時において、相談があれば技術

的助言を行う。

◆水害対応タイムラインの確認・調整。

水害対応タイムラインにおいて防災気象情報を有効に活用す

る観点から助言

◆水位周知河川において、氾濫危険水位等を設定した後

に水害対応タイムラインを作成する。

◆実際の洪水や情報伝達訓練を踏まえて、適宜、チェッ

クリストやタイムラインの改善を行う。

H30取組状況 ー ー ー ー

R01取組状況

R02取組状況

R03取組状況
水害対応タイムラインの運用（神戸川）

実洪水・情報伝達訓練等を通じ、必要に応じて見直し
タイムライン作成について助言

R3.6の協議会に諮られた水害対応タイムライン（案）に対し

て、住民の円滑な避難行動に資するよう、警戒レベルに基づ

き、防災気象情報を有効活用する観点から助言を行った。

水害対応タイムラインの運用（神戸川） ―

平成32年度末まで
◆氾濫危険水位等が設定された後に出水期前の情報伝達

演習等を通じて、連絡体制の定着を図る。

◆氾濫危険水位等を設定した後に出水期前の情報伝達演

習等を通じて、連絡体制の定着を図る。

H30取組状況 ー ー

R01取組状況 ホットラインの開設 ホットラインの開設

R02取組状況 6/19ホットライン情報伝達訓練 6/19ホットライン情報伝達訓練

R03取組状況 4/22、6/7ホットライン情報伝達訓練を実施 4/22、6/7ホットライン情報伝達訓練の実施 ―

4

5

水害対応タイムラインの作成（神戸川）

洪水時における河川管理者からの情報提

供（ホットライン）

神戸川（県管理）

ほか

水害対応タイムラインの運用（神戸川）

実洪水・情報伝達訓練等を通じ、必要に応じて見直し

神戸川（県管理）
避難情報の発令に着目した水害対応タイ

ムラインの策定

2



出雲圏域県管理河川における減災対策協議会 （各機関における取組内容の詳細） 黒字：R2までの取組内容

赤字：R3取組内容

出雲市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県（河川課・出雲県土整備事務所）
備考主な取組項目 対象 目標時期

取組機関
【資料1-1】

平成30年度末まで

◆防災気象情報の改善

 〇危険度を色分けした時系列

 〇警報級の可能性の提供

 〇危険度分布(メッシュ情報)の充実

◆次期水防情報システムの開発

（平成31年度から運用開始）

 〇操作法を改善し迅速な情報提供

 〇観測データの異常値チェック機能

 〇ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに対応した情報提供

H30取組状況

・平成30年6月20日より降水短時間予報をこれまでの6時間

先までから15時間先まで延⾧

・平成31年3月14日より、台風強度予報をこれまでの3日間

から5日間先まで延⾧

・洪水警報の危険度分布において、洪水予報河川の増水に

よって周辺に発生する内水氾濫（赤色：重大な洪水害、黄

色：軽微な洪水害）のおそれを示せるように改善

・次期水防情報システム運用開始【H31.3.8】

R01取組状況

・令和元年6月12日より、台風予報に係る予報円、暴風警戒

域の絞り込みとともに台風予報の信頼度をより的確に表現す

る形での発表を開始

・令和元年6月28日より、大雨警報（土砂災害）の危険度分

布の高解像度化の開始

・令和元年12月24日より、危険度分布とリスク情報（浸水

想定区域、土砂災害警戒区域）を重ね合わせて表示できるよ

う改善

・令和2年3月18日より、天気の分布予報及び時系列予報の

高解像度化・予報期間の延⾧等改善を行い、リニューアルし

た気象庁ホームページによる発表を開始

・次期水防情報システム運用開始及び周知への取組

・雨量計、水位計等の更新に着手

R02取組状況

・洪水危険度分布において、本川の増水に起因する内水氾濫

の危険度も確認できるよう、本川流路の周辺にハッチをかけ

て危険度を表示する改善を行い、令和2年5月28日から運用開

始。

・大雨特別警報から大雨警報へ切り替え後、河川水位上昇や

氾濫への警戒を呼び掛ける府県気象情報（洪水予報ʬ臨

時ʭ）を、河川管理者と共同して令和2年7月4日から発表開

始。

・新たな発表指標（土砂災害における短時間指標）を用い

た、大雨特別警報の全国的な運用を令和2年7月30日から開

始。

・大雨警報（浸水害）、洪水警報等の基準について、新たな

災害事例を追加した評価・検証による見直しを行い、令和2

年8月6日から運用開始。

・大雨特別警報の発表基準を、警戒レベルとの関連が分かり

やすいよう、雨を要因とする基準に一元化し、令和2年8月24

日から運用開始。

・5日先までの高潮の警報級の可能性について、わかりやす

いバーチャートを用いた図形式の気象情報等により、令和2

年8月26日から提供開始。

・24時間以内に台風に発達する見込みの熱帯低気圧の予報

を、タイムライン支援のため、これまでの「1日先まで」か

ら「5日先まで」に延⾧し、令和2年9月9日から運用開始。

・気象庁ホームページの台風情報を、14か国語で9月16日か

ら提供開始。

・雨量計、水位計等の更新完了

6

避難情報の発令判断を的確に行うための

水防情報提供の充実
圏域（出雲市）

3



出雲圏域県管理河川における減災対策協議会 （各機関における取組内容の詳細） 黒字：R2までの取組内容

赤字：R3取組内容

出雲市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県（河川課・出雲県土整備事務所）
備考主な取組項目 対象 目標時期

取組機関
【資料1-1】

6 R03取組状況

・大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準見

直しを実施。新基準の運用開始（継続作業）

  （令和3年6月8日より）

・記録的短時間大雨情報の改善

  （令和3年6月8日より）。

・「キキクル（危険度分布）」通知サービスの細分化

  （令和3年6月8日より）。

・警戒レベルと対応した高潮警報等に改善

  （令和3年6月8日より）。

・線状降水帯がもたらす降り続く顕著な大雨への注意喚起

  （令和3年6月17日より）。

・指定河川洪水予報の改善

  （令和3年6月1日より）。

・防災気象情報と警戒レベルとの対応

  （令和3年出水期より）。

・防災情報提供システムでキキクル(危険度分布)のメール通

知を開始

  （令和3年6月3日より）。

・新水防情報システムの運用・周知

・アクセス数増加に伴うサーバーダウンを改善

【資料1-2】

パワーポイント

ｐ６～１２

＜気象台＞

ｐ１３

＜県河川課＞

4



出雲圏域県管理河川における減災対策協議会 （各機関における取組内容の詳細） 黒字：R2までの取組内容

赤字：R3取組内容

出雲市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県（河川課・出雲県土整備事務所）
備考主な取組項目 対象 目標時期

取組機関
【資料1-1】

平成30年度から順次実施
◆簡易水位計設置箇所の周知および水位情報の把握や活

用の検討

◆モデル河川に簡易水位計を整備し、効果を検証した上

で順次拡大を図る。

 〇モデル河川・・・今後調整

H30取組状況 ー
・簡易型水位計（危機管理型水位計）の整備

ɻɻ神戸川：乙立

R01取組状況
・簡易水位計設置箇所の周知および水位情報の把握や活

用の検討

・河川監視カメラの整備、配信

  新内藤川：東浜橋

ɻɻ神戸川ɻ：木村橋、佐田

R02取組状況
・簡易水位計からの水位情報を、避難指示等を発令する

際の参考として活用。

・河川監視カメラの新設・更新

ɻɻ神戸川ɻ：所原、仁江

  湯谷川 ：本田橋

  平田船川：徳雲寺橋

  堀川  ：流下橋

R03取組状況
・簡易水位計からの水位情報を、避難指示等を発令する

際の参考として活用
― ―

毎年継続実施

◆出前講座等により防災情報の入手・活用方法等を周知

する。

◆ホームページ、広報紙等を活用して防災情報を発信す

る。

◆出前講座による水防情報の入手、活用方法等の普及に

ついて、引き続き取り組む。

◆出前講座等により防災気象情報の入手、活用方法等につい

て周知。また、協議会として防災教育を実施する際には講師

派遣、資料提供に対応。

◆出前講座等により防災情報の入手・活用方法等を周知

する。

◆ホームページ、広報紙等を活用して防災情報を発信す

る。

H30取組状況
・出前講座 51件実施（自治会、法人等）

・出水期前に広報誌に防災情報を掲載

・出雲市立北陽小学校出前講座

・出雲市大津地区出前講座

・出雲市中天神地区防災会出前講座

・出雲市北陽小学校出前講座

・原田地区防災研修会

・寿昌大学生涯学習講座

・高浜地区防災研修会

・出雲市防災安全課防災研修会

・平田保育園、みなみ保育園出前講座

・新聞広報（考える県政）

R01取組状況
・出前講座 68件実施（自治会・法人等）

・出水期前に広報誌に防災情報を掲載

・出雲市灘分地区防災出前講座

・出雲市⾧浜地区防災出前講座

・出雲警察署において、「災害時(大雨・地震)における気

象・地震情報」の内容で出前講座を実施し、防災知識の普及

を行った【R1.05.29】

・出雲北陵中学・高等学校の地震避難訓練おいて、「地震防

災」について出前講座を実施し、防災知識の普及を行った

【R1.10.29】

・出雲南ロータリークラブ例会において、「地球温暖化の原

因と予測」について出前講座を実施し、防災知識の普及を

行った【R2.02.21】

・平田保育園、みなみ保育所出前講座

・新聞広報（考える県政）

R02取組状況
・出前講座２９件実施（自治会・法人等）

・出水期前に広報誌に防災情報を掲載
要請により防災訓練、出前講座等の実施

・斐伊川洪水予報連絡会・斐伊川水系水防連絡会において、

「防災気象情報の改善について」と題し情報提供を行った。

・平田保育園、みなみ保育所外出前講座

・新聞広報（考える県政）等

R03取組状況

・出前講座３０件実施（自治会・法人等）

・出水期前に広報誌に防災情報を掲載（５月）

・令和３年７月大雨災害による被害についての

 記事を掲載（８月）

R3.7.31出前講座を実施。

・令和3年6月21日（書面開催）

斐伊川洪水予報連絡会・斐伊川水系水防連絡会において、

「防災気象情報の改善について」と題し情報提供を行った。

・令和3年9月23日

島根県ろうあ連盟・出雲市聴覚障害者協会主催による聴覚障

害者向け防災講座に講師を派遣し、防災気象情報について講

演を行った。

・令和4年3月13日

出雲市鳶巣地区防災講演会に講師を派遣し、防災気象情報に

ついて講演を行った。

・新聞広告にR3.6.5掲載

・出前講座を実施

 ○平田保育所(8/26)ほか４箇所

【資料1ʷ2】

パワーポイント

ｐ１５

＜気象台＞

ｐ１６～１７

＜県河川課＞

ｐ１８～２０

＜出雲市＞

ｐ２１

＜出雲河川事務

所＞

8

7
水害リスクの高い箇所を監視する簡易水

位計等の整備
圏域（出雲市）

出前講座や広報紙を活用した防災知識の

普及
圏域（出雲市）
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出雲圏域県管理河川における減災対策協議会 （各機関における取組内容の詳細） 黒字：R2までの取組内容

赤字：R3取組内容

出雲市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県（河川課・出雲県土整備事務所）
備考主な取組項目 対象 目標時期

取組機関
【資料1-1】

平成30年度から

◆出水期前に重要水防区域、危険な箇所、水防資機材等

について、河川管理者・市・消防署・消防団等と共同点

検する。

◆出水期前に重要水防区域、危険な箇所、水防資機材等

について、河川管理者・市町・消防団等と共同で点検す

る。

H30取組状況 共同点検の実施 共同点検の実施【５月２３、２５日】

R01取組状況 共同点検の実施 共同点検の実施

R02取組状況 水防団と共同での資器材点検を実施 共同点検の実施

R03取組状況 水防団と共同での資器材点検を実施 河川管理者（県）単独点検を実施

【資料1ʷ2】

パワーポイント

ｐ２２

＜出雲市＞

平成28年度から継続実施

 ＜H29年12月時点＞

 【対象施設 １５８施設】

     （内訳）

   避難計画策定済み   １４施設

   避難計画 未策定    １４４施設

 

※ 新たな洪水浸水想定の結果が出たら、再度、対象とな

る施設数の見直しを行う。

◆対象施設に対して、避難確保計画作成や防災メール登

録の促進

◆要配慮者利用施設の管理者が作成した避難確保計画に

ついて、自治体担当者から相談があれば技術的な助言を

行う。

◆平成28年度施設管理者向け説明会の開催

◆避難確保計画において防災気象情報を有効に活用する観点

から助言

◆平成28年度に施設管理者向け説明会を開催。

◆避難確保計画において河川情報を有効に活用する観点

から助言

H30取組状況

・管理者向け説明会の実施【H31.2.23,24】

＜H31年3月時点＞

 【対象施設 ３４９施設】

     （内訳）

   避難計画策定済み   ２５施設

   避難計画 未策定    ３２４施設

・管理者向け説明会の実施【H31.2.23,24】 ・（説明会及び）避難確保計画作成に係る助言の依頼なし ・管理者向け説明会の実施【H31.2.23,24】

R01取組状況

<R2年3月31日時点>

 【対象施設 ３５７施設】

  （内訳）

   避難計画策定済み １９０施設

   避難計画 未策定 １６７施設

令和元年11月に提出勧奨文を送付

・説明会及び避難確保計画作成に協力する ・（説明会及び）避難確保計画作成に係る助言の依頼なし ・説明会及び避難確保計画作成に協力する

R02取組状況

<R3年3月31日時点>

 【対象施設 ３５７施設】

  （内訳）

   避難計画策定済み ３２５施設

   避難計画 未策定  ３２施設

勧奨文を送付し、依頼、支援を行った。

・説明会及び避難確保計画作成に係る助言の依頼なし ・説明会及び避難確保計画作成に係る助言の依頼なし ・説明会の開催等、支援要請なし

R03取組状況

<R4年3月31日時点>

 【対象施設 ３９７施設】

  （内訳）

   避難計画策定済み ３５５施設

   避難計画 未策定  ４１施設

令和3年12月に勧奨文を送付し、依頼、支援を行った。

相談がなかったため未実施。
・説明会及び避難確保計画作成に係る助言の依頼がなく、未

実施。
・説明会の開催等、支援要請なし ―

10

9
水害リスクの高い重要水防区域、危険な

箇所の共同点検
圏域（出雲市）

要配慮者利用施設の管理者が策定する避

難確保計画作成支援
圏域（出雲市）

6



出雲圏域県管理河川における減災対策協議会 （各機関における取組内容の詳細） 黒字：R2までの取組内容

赤字：R3取組内容

出雲市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県（河川課・出雲県土整備事務所）
備考主な取組項目 対象 目標時期

取組機関
【資料1-1】

■被災すると社会経済に大きな影響を与える施設や基盤の保全を図る

平成28年度から継続実施
◆通水を阻害する堆積土砂・立木の撤去について、優先

箇所を県と調整。

◆河川整備状況を市と共有する。

◆河川改修、水門、排水施設の⾧寿命化について計画的

に実施する。

◆通水を阻害する堆積土砂・立木の撤去について、関係

市と調整しながら優先箇所を定めて順次実施していく。

H30取組状況 継続実施 堆積土砂撤去、立木の撤去を実施

R01取組状況 継続実施 堆積土砂撤去、立木の撤去を実施

R02取組状況
市民から要望があった箇所について河川管理者へ情報提

供。

堆積土砂撤去、立木の撤去を実施

河川暫定改修完了

（新内藤川、赤川、塩冶赤川、牛頭川）

R03取組状況
市民から要望があった箇所について河川管理者へ情報提

供

堆積土砂撤去、立木の撤去を実施

（新建川、神戸川、新石川、畑谷川、湯谷川、八千代

川、猪目川、新川、平田船川、多久川、東郷川）

河川本改修着手

（新内藤川、赤川、塩冶赤川、午頭川）

【資料1ʷ2】

パワーポイント

ｐ２４～２７

＜出雲県土＞

毎年継続実施

◆排水施設、排水資機材、備蓄水防資機材等の情報を共

有する。
◆水防連絡会等により、排水施設、排水資機材等の情報

の共有を行う。

◆排水施設、排水資機材、備蓄水防資機材等の情報を共

有する。

H30取組状況 排水施設、排水資機材等の情報の共有 排水施設、排水資機材等の情報の共有
平成30年度水防計画により

排水施設、排水資機材等の情報の共有

R01取組状況 排水施設、排水資機材等の情報の共有 排水施設、排水資機材等の情報の共有
2019年度水防計画により

排水施設、排水資機材等の情報の共有

R02取組状況 排水施設、排水資機材等の情報の共有 排水施設、排水資機材等の情報の共有
令和２年度水防計画により

排水施設、排水資機材等の情報の共有

R03取組状況 排水施設、排水資機材等の情報の共有
水防連絡会等により排水施設、排水資機材等の情報の共

有を実施。

令和３年度水防計画により

排水施設、排水資機材等の情報の共有
―

河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水

氾濫を未然に防ぐ対策
圏域（出雲市）

排水施設、排水資機材等の情報を共有 圏域（出雲市）12
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